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〇
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治
団
体
の
収
支
報
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書
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要
旨
の
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表
（
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成
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年
分
）�

　

一
五

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　

一
五

規

則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
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�

宮
城
県
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事　
　

村　
　

井　
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浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号

　
　
　
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
等
の
特
例
）

第�

二
十
七
条　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
条
例
の
規
定
に
よ
る
補
償

及
び
福
祉
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
償
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定

さ
れ
た
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
補
償
等
の
額
（
条
例
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
並
び
に
第
十

七
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
傷
病
特
別
給
付
金
、
障
害
特
別
給
付
金
及
び
遺
族
特
別
給
付
金
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
年
金
た
る
補
償
等
」
と
い
う
。）
に
あ
つ
て
は
、
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
法
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
月
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
払
期
月
」
と
い
う
。）
に
そ
れ
ぞ
れ
支

払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
加
え
た
額
と
す
る
。

　

一�　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
算
定
さ
れ
た
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
る
額
（
年
金
た
る
補
償

等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
の
合
計
額
）

　

二�　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定
さ
れ
た
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
額
（
年
金
た
る
補
償
等
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に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）

　

三�　

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
補
償
等
に
関
す
る
区
分
に
従
い
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
額

　
　

イ�　

年
金
た
る
補
償
等　

第
一
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
か
ら
第
二
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ

れ
支
払
わ
れ
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）
に
、
当
該
年
金

た
る
補
償
等
の
支
給
の
対
象
と
さ
れ
た
月
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
　

ロ�　

年
金
た
る
補
償
等
以
外
の
補
償
等　

第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）
に
、
同
号
に
掲
げ
る
額
が
支
給
さ
れ
た
日
を
基
準
と
し

て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

２�　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
実
施
機
関
が
定
め

る
。

　

別
表
第
一
第
七
号
15
中
「
14
」
を
「
15
」
に
改
め
、
同
号
中
15
を
16
と
し
、
11
か
ら
14
ま
で
を
12
か
ら
15
ま
で
と
し
、

10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

11　

オ
ル
ト－

ト
ル
イ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ぼ
う
こ
う
が
ん

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規

則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

�

　

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
」
を
「
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
、「
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
治
療
等
の
考
慮
）

第�

一
条
の
二　

知
事
は
、
建
築
士
の
免
許
を
申
請
し
た
者
が
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十

八
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
者
に
建
築
士
の
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障

害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
」
を
「
第
二
号
に
係
る
部
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
号
」
に
、「
）
又
は
」
を
「
）
若
し
く
は
第
二
項
又
は
」
に
改
め
、

「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
当
該
建
築
士
（
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
建
築
士
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
）
は
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

第
三
項
中
「
失
踪そ
う

」
を
「
失
踪
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２�　

建
築
士
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
法
第
八
条
の
二
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
届
出
書
に
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒

の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
一
条
の
二
」
を
加
え
、「
第
六
条
第
四
項
」
を
「
第
六

条
第
五
項
」
に
、「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
十
二
第
一
号
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
十
三
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）」
を
「
施
行
規
則
」
に
、「
同

規
則
」
を
「
、
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「戸

籍
抄
本

（謄
本

）」
を
「本

籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

」
に
、

「

欠格事

１　
後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
の
審
判

（禁
治
産
又
は
準
禁
治
産
の
宣
告
も
こ
れ
に
該
当
す
る

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

）を
受
け
て
い
ま
す
か
。
�

い
る　
□　
　
い
な
い　
□

２　
禁

こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
�

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

�
年　
　
月　
　
日　
　

３　
建
築
士
法
の
規
定
に
違
反
し
て
，
又
は
建
築
物
の
建
築
に
関
し
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
�

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

�
　
　
年　
　
月　
　
日　
　

４　
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
，

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

を
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�

　
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
，
そ
の
日
�

年　
　
月　
　
日　
　

５　
建
築
士
法
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
，
そ
の
停
止
の

期
間
中
に
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
，
二
級
建
築
士

又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

�
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
停
止
の
期
間

�
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日
か
ら　
　
　
年　
　
月　
　
日
ま
で

」

「

欠格事由

１　
禁

こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
�

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

�
年　
　
月　
　
日　
　

２　
建
築
士
法
の
規
定
に
違
反
し
て
，
又
は
建
築
物
の
建
築
に
関
し
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
�

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

�
　
　
年　
　
月　
　
日　
　

３　
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
，

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

�
　
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
あ
る
と
き
は
，
そ
の
日
�

年　
　
月　
　
日　
　

４　
建
築
士
法
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
，
そ
の
停
止
の

期
間
中
に
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
，
二
級
建
築
士

又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

�
あ
る　
□　
　
　
な
い　
□

　
　
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
停
止
の
期
間

�
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日
か
ら　
　
　
年　
　
月　
　
日
ま
で

５　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
，判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
す
か
。

　
�

　
は
い　
□　
　
　
い
い
え　
□

」
に
、

「

戸籍照合

」
を

「

住民票照合

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中

「

登
録
手
数
料
納
入

（付

）証
票　
貼
付
欄

（登
録
手
数
料

：

　
　
　
　
　
　
円

）

写　
真

縦　
３
cm

横　
2.4cm

６
ヵ
月
以
内
撮
影

正
面
・
無
帽
・
無
背
景

裏
面
に
氏
名
を
記
入

」
を

「

登
録
手
数
料
納
入

（付

）証
票　
貼
付
欄

（登
録
手
数
料

：

　
　
　
　
　
　
円

）

写　
真

縦　
4.5cm

横　
3.5cm

６
ヵ
月
以
内
撮
影

正
面
・
無
帽
・
無
背
景

裏
面
に
氏
名
を
記
入

」
に
、「戸

籍
謄

（抄

）本

」
を
「本

籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中

「

登
録
手
数
料
納
入

（付

）証
票　
貼
付
欄

（登
録
手
数
料

：

　
　
　
　
　
　
円

）

写　
真

縦　
３
cm

横　
2.4cm

６
ヵ
月
以
内
撮
影

正
面
・
無
帽
・
無
背
景

裏
面
に
氏
名
を
記
入

」
を

「

登
録
手
数
料
納
入

（付

）証
票　
貼
付
欄

（登
録
手
数
料

：

　
　
　
　
　
　
円

）

写　
真

縦　
4.5cm

横　
3.5cm

６
ヵ
月
以
内
撮
影

正
面
・
無
帽
・
無
背
景

裏
面
に
氏
名
を
記
入

」
に
改
め
る
。



第58号　令和元年11月29日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
建
築
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
、
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
建
築
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
税
務
課
長
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
を
ロ
か
ら
ヘ
ま

で
と
し
、
チ
を
削
り
、
リ
を
ト
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

環
境
性
能
割
交
付
金
の
交
付
の
決
定
（
第
百
七
十
七
条
の
六
）

　

別
表
第
一
税
務
課
長
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

市
町
村
長
か
ら
の
協
議
に
対
す
る
回
答
（
附
則
第
二
十
九
条
の
十
）

　

別
表
第
一
税
務
課
長
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、

第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

五�　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
県
民
税
利
子
割
精
算
金
の
請
求
及
び
支
出
の
決
定

　

六�　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
百
四
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
交
付
金
の
交
付
の
決
定

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
三
号

　

平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に
基
づ
く
補
償
基
礎
額
の
最
低
限

度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
知
事

が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
年
金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き

月
又
は
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
期
間
欄
及
び
年
齢
階
層
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
最
低
限
度
額
欄
及
び
最
高
限
度
額
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

年
金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き
月
又

は
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が

生
じ
た
日
の
属
す
る
期
間

年
齢
階
層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
二
九
一
円

一
三
、
二
四
六
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
四
六
円

一
三
、
二
四
六
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
九
二
二
円

一
三
、
二
四
六
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
五
八
〇
円

一
六
、
一
六
一
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
〇
九
八
円

一
九
、
四
七
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
〇
二
円

二
一
、
六
二
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
四
三
円

二
三
、
一
二
二
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
五
七
九
円

二
三
、
五
五
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
〇
四
二
円

二
三
、
三
〇
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
四
九
八
円

二
一
、
四
六
一
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
九
〇
円

一
五
、
五
三
五
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
九
〇
円

一
三
、
二
四
六
円
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平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
二
二
九
円

一
三
、
四
六
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

四
、
八
四
七
円

一
三
、
四
六
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
七
四
四
円

一
三
、
四
六
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
八
円

一
六
、
二
四
五
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
〇
六
二
円

二
〇
、
〇
八
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
二
三
円

二
二
、
五
九
一
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
九
七
三
円

二
三
、
九
四
一
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
九
円

二
四
、
一
六
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
八
四
三
円

二
三
、
九
二
八
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
五
三
九
円

二
一
、
一
六
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
一
二
〇
円

一
四
、
六
〇
八
円

七
十
歳
以
上

四
、
一
二
〇
円

一
三
、
四
六
七
円

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
四
一
四
円

一
三
、
五
一
一
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

四
、
九
六
七
円

一
三
、
五
一
一
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
八
二
七
円

一
三
、
七
二
一
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
五
〇
〇
円

一
六
、
三
九
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
〇
〇
六
円

二
〇
、
〇
七
二
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
七
三
円

二
二
、
六
四
六
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
三
五
円

二
四
、
一
五
七
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
五
六
九
円

二
四
、
三
八
〇
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
一
二
円

二
三
、
八
九
二
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
五
五
〇
円

二
一
、
一
一
〇
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
一
一
〇
円

一
四
、
三
五
三
円

七
十
歳
以
上

四
、
一
一
〇
円

一
三
、
五
一
一
円

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
二
三
七
円

一
三
、
三
七
九
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
一
九
円

一
三
、
三
七
九
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
八
五
一
円

一
三
、
五
九
九
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
五
〇
四
円

一
六
、
五
四
九
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
九
二
〇
円

一
九
、
七
〇
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
一
七
円

二
三
、
一
四
一
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
九
二
円

二
四
、
五
八
一
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
六
〇
〇
円

二
四
、
八
三
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
六
七
円

二
三
、
四
一
一
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
五
〇
円

二
〇
、
七
五
六
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
八
〇
円

一
五
、
二
三
〇
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
八
〇
円

一
三
、
三
七
九
円

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
五
七
五
円

一
三
、
二
五
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
一
一
五
円

一
三
、
二
五
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
七
七
七
円

一
三
、
八
三
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
三
四
九
円

一
六
、
七
一
二
円
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三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
八
四
四
円

一
九
、
四
五
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
〇
八
八
円

二
二
、
三
六
二
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
一
六
円

二
三
、
九
一
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
六
一
二
円

二
四
、
九
〇
〇
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
〇
六
円

二
三
、
四
九
九
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
三
四
円

二
〇
、
三
六
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
五
〇
円

一
四
、
四
一
九
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
五
〇
円

一
三
、
二
五
五
円

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
三
一
七
円

一
二
、
七
五
〇
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

四
、
九
二
〇
円

一
二
、
七
五
〇
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
五
六
五
円

一
三
、
〇
二
八
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
〇
九
〇
円

一
六
、
〇
二
八
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
三
九
円

一
八
、
五
〇
〇
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
四
九
円

二
二
、
〇
六
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
六
八
八
円

二
三
、
七
五
〇
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
二
七
四
円

二
四
、
四
〇
九
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
五
四
九
円

二
三
、
一
八
三
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
二
九
円

二
〇
、
七
五
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
六
〇
円

一
五
、
二
一
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
六
〇
円

一
二
、
七
五
〇
円

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
六
一
三
円

一
二
、
九
五
四
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
二
八
円

一
二
、
九
五
四
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
六
四
八
円

一
三
、
〇
九
〇
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
二
〇
八
円

一
五
、
九
四
四
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
六
四
七
円

一
八
、
四
九
八
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
九
二
五
円

二
一
、
六
八
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
九
〇
三
円

二
三
、
五
二
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
五
五
一
円

二
四
、
五
五
一
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
七
五
七
円

二
三
、
〇
五
二
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
〇
二
円

一
九
、
〇
九
〇
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
七
〇
円

一
五
、
二
四
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
七
〇
円

一
二
、
九
五
四
円

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
五
〇
三
円

一
二
、
九
三
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
〇
七
円

一
二
、
九
三
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
六
一
八
円

一
三
、
六
三
四
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
一
一
二
円

一
六
、
一
三
〇
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
二
七
円

一
八
、
五
三
五
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
四
一
円

二
一
、
九
一
一
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
八
六
一
円

二
四
、
四
五
五
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
九
円

二
四
、
九
九
五
円
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五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
八
一
一
円

二
三
、
一
七
一
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
八
三
円

一
九
、
八
一
六
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
七
〇
円

一
四
、
三
七
六
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
七
〇
円

一
二
、
九
三
五
円

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
三
〇
八
円

一
三
、
〇
四
〇
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
二
四
円

一
三
、
〇
四
〇
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
六
一
一
円

一
三
、
四
四
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
一
〇
四
円

一
六
、
二
八
一
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
二
四
円

一
八
、
八
三
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
六
〇
一
円

二
一
、
七
八
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
七
〇
八
円

二
四
、
五
三
二
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
三
七
五
円

二
五
、
三
七
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
二
二
円

二
四
、
一
一
四
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
七
二
三
円

一
九
、
一
六
七
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
四
〇
円

一
五
、
〇
〇
一
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
四
〇
円

一
三
、
〇
四
〇
円

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
四
七
五
円

一
三
、
〇
〇
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
三
〇
円

一
三
、
〇
〇
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
五
八
五
円

一
三
、
五
七
三
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
〇
六
九
円

一
六
、
一
九
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
四
七
五
円

一
八
、
六
八
〇
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
二
九
円

二
一
、
四
七
二
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
六
五
四
円

二
三
、
九
八
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
四
円

二
五
、
一
九
一
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
八
七
八
円

二
四
、
一
三
九
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
七
三
一
円

一
九
、
三
八
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
五
〇
円

一
五
、
九
九
一
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
五
〇
円

一
三
、
〇
〇
五
円

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
六
八
八
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
一
七
三
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
七
二
一
円

一
三
、
五
八
九
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
一
三
九
円

一
六
、
三
一
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
七
一
円

一
八
、
八
〇
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
五
〇
円

二
一
、
三
五
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
八
六
五
円

二
三
、
九
二
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
七
三
八
円

二
五
、
二
一
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
〇
五
七
円

二
四
、
七
四
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
九
一
六
円

一
九
、
九
三
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
五
〇
円

一
五
、
五
七
九
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
五
〇
円

一
三
、
二
〇
七
円
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平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
七
五
一
円

一
三
、
二
八
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
三
三
三
円

一
三
、
二
八
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
八
九
四
円

一
三
、
九
五
八
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
二
三
三
円

一
六
、
四
五
六
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
六
五
四
円

一
九
、
一
五
七
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
八
九
三
円

二
一
、
二
七
九
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
三
一
円

二
四
、
二
六
九
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
七
九
二
円

二
五
、
六
三
〇
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
一
九
一
円

二
四
、
九
七
六
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
〇
〇
九
円

二
〇
、
二
九
七
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
三
〇
円

一
五
、
五
五
八
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
三
〇
円

一
三
、
二
八
七
円

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
歳
未
満

四
、
七
四
八
円

一
三
、
二
八
四
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
三
七
七
円

一
三
、
二
八
四
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
九
六
七
円

一
四
、
二
五
五
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
三
〇
四
円

一
七
、
三
五
三
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
六
七
三
円

一
九
、
二
八
六
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
九
二
六
円

二
一
、
三
九
三
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
二
〇
円

二
三
、
九
〇
五
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
八
一
二
円

二
五
、
二
五
七
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
三
一
三
円

二
四
、
八
五
九
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
一
四
二
円

一
九
、
七
二
六
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
四
〇
円

一
五
、
二
九
一
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
四
〇
円

一
三
、
二
八
四
円

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

二
十
歳
未
満

四
、
九
〇
〇
円

一
三
、
二
八
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
四
八
四
円

一
三
、
二
八
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
〇
一
〇
円

一
四
、
二
四
九
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
三
八
九
円

一
七
、
二
八
五
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
七
六
〇
円

一
九
、
〇
五
二
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
〇
四
二
円

二
一
、
三
九
九
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
○
八
六
円

二
三
、
三
〇
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
九
一
三
円

二
五
、
二
三
二
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
四
二
四
円

二
四
、
七
九
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
二
二
一
円

一
九
、
七
六
九
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
六
〇
円

一
四
、
九
九
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
六
○
円

一
三
、
二
八
五
円

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
四
号

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
の
知
事
が
定
め
る
率
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。
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令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
率
は
、
同
号
イ
に

あ
っ
て
は
支
給
の
対
象
と
さ
れ
た
月
の
初
日
、
同
号
ロ
に
あ
っ
て
は
支
給
さ
れ
た
日
を
そ
れ
ぞ
れ
算
定
対
象
日
と
し
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
算
定
対
象
日
の
属
す
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

算
定
対
象
日
の
属
す
る
期
間
の
区
分　
　

率

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
一
一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
九

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
八

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
六

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
五

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
四

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
三

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
二

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
一

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
一

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
一

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇
一

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

じ
ん
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
大
河
原
町
字
小
島
二
十
六－

六

令
和
元
年
十
一
月
一
日

な
の
花
薬
局
た
じ
り
店

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
新
富
岡
三
十
四－

一

令
和
元
年
十
月
一
日

さ
く
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

富
谷
市
成
田
四－

十
一－

五

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
豊

か
な
手

名
取
市
手
倉
田
字
堰
根
三
百
五
十
六

令
和
元
年
十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

な
の
花
薬
局
た
じ
り
店

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
新
富
岡
三
十
四－

一

令
和
元
年
九
月
三
十
日

ひ
ば
り
調
剤
薬
局

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町
百
七
十
三

令
和
元
年
九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

小
野
寺
医
院

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
町
六
十
一

令
和
元
年
九
月
十
七
日

変
更
後

小
野
寺
記
念
た
け
な
か

医
院

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
寄
磯
浜
五
梅
沢
三
一
の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

塩
竈
市
浦
戸
桂
島
字
庵
寺
三
七
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

塩
竈
市
浦
戸
桂
島
字
庵
寺
三
七
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
塩
竈
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
収
用
の
手
続
開
始
の
申
立
て
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地
等

　

１　

起
業
者
の
名
称　

宮
城
県

　

２�　

事
業
の
種
類　

県
道
石
巻
鮎
川
線
改
築
工
事
（
給
分
浜
道
路
・
石
巻
市
大
原
浜
京
地
地
内
か
ら
同
市
給
分
浜
羽

黒
下
地
内
ま
で
）

　

３　

収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地　

石
巻
市
大
原
浜
大
草
山
、
大
原
浜
南
向
及
び
大
原
浜
大
永
寺
地
内

二　

起
業
者
が
収
用
の
手
続
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
土
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
（
道
路
第
１
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域
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変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
雄
勝
町
伊
勢
畑
一
丁
目
一
番
一
地
先

か
ら

同
市
雄
勝
町
上
雄
勝
二
丁
目
三
四
番
地
先
ま

で

前
Ａ
　

九
・
〇
～

�

一
五
・
九

九
〇
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

　

Ｄ

一
一
・
一
～

�

八
〇
・
九

九
七
六
・
〇

　

Ａ
　

九
・
〇
～

�

一
二
・
〇

八
八
〇
・
〇

後
Ｂ

�

八
・
五

八
一
・
〇

　

Ｃ

�

八
・
五

三
七
一
・
〇

　

Ｄ

一
一
・
一
～

�

八
〇
・
九

九
七
六
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

前
Ａ

一
五
・
〇
～

�

四
五
・
〇

�

四
〇
八
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

石
巻
市
雲
雀
野
町
一
丁
目
八
番
地
先
か
ら

同
市
雲
雀
野
町
一
丁
目
一
一
番
一
地
先
ま
で
　

Ｂ

一
一
・
〇
～

�

一
一
・
六

�

二
五
〇
・
〇

後
Ｂ

一
一
・
〇
～

�

一
一
・
六

�

二
五
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

釜
谷
大
須
雄

勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
伊
勢
畑
一
丁
目
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
上
雄
勝
二
丁
目
三
四
番
地
先
ま
で

令
和
元
年

�

十
一
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

新
小
路
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
下
小
路
（
次
の
図
の

と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

難
波
沢
１

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
山
、
難
波
、
新
田

下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

熊
野
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
落
合
相
川
字
熊
野
（
次
の
図

の
と
お
り
）

星
ノ
前
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂
字
星
ノ
前
、
斉
ノ

前
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
報
寺
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
落
合
報
恩
寺
字
大
報
寺
沢

（
次
の
図
の
と
お
り
）

内
日
泥
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
落
合
三
ヶ
内
字
内
日
泥
（
次

の
図
の
と
お
り
）

台
ヶ
森
北
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
台
ヶ
森
北
（
次
の
図

の
と
お
り
）

台
ヶ
森
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
台
ヶ
森
北
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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前
北
子
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
前
北
子
（
次
の
図
の

と
お
り
）

前
北
子
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
前
北
子
（
次
の
図
の

と
お
り
）

中
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

欠
ノ
上
西
平

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
欠
ノ
上
西
平
（
次
の

図
の
と
お
り
）

欠
ノ
上
西
平

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
欠
ノ
上
西
平
（
次
の

図
の
と
お
り
）

欠
ノ
上
古
屋

敷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
欠
ノ
上
古
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

坂
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
坂
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

明
ヶ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
明
ヶ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

反
町
西
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
反
町
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）

金
取
北

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
金
取
北
（
次
の
図
の

と
お
り
）

台
ヶ
森
北

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
台
ヶ
森
北
（
次
の
図

の
と
お
り
）

屋
敷
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
屋
敷
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

新
小
路

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
新
小
路
（
次
の
図
の

と
お
り
）

新
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
落
合
蒜
袋
字
新
田
（
次
の
図

の
と
お
り
）

竹
沢
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
落
合
報
恩
寺
字
竹
沢
下
（
次

の
図
の
と
お
り
）

北
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
和
町
落
合
三
ヶ
内
字
北
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

花
折

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
花
折
、
新
大
日
、
長
峰
（
次

の
図
の
と
お
り
）

長
峰
の
１

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日
、
花
折
、
長
峰
（
次

の
図
の
と
お
り
）

長
峰
の
２

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日
、
花
折
、
長
峰
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
師
沢

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
大
師
、
三
本
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

淀
の
森
沢

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
上
原
、
鳥
居
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

雨
堤
沢

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
雨
堤
（
次
の
図
の
と
お
り
）

上
塩
ノ
入
沢

の
１

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
上
塩
ノ
入
、雷
神
、八
幡（
次

の
図
の
と
お
り
）

上
塩
ノ
入
沢

の
２

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
上
塩
ノ
入
、雷
神
、八
幡（
次

の
図
の
と
お
り
）

上
塩
ノ
入
沢

の
３

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
上
塩
ノ
入
、雷
神
、八
幡（
次

の
図
の
と
お
り
）

上
塩
ノ
入
沢

の
４

土
石
流

岩
沼
市
志
賀
字
上
塩
ノ
入
、
雷
神
（
次
の
図

の
と
お
り
）

土
ケ
崎
二
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
土
ケ
崎
字
二
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
ケ
丘
四
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
松
ケ
丘
字
四
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

薬
師
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
薬
師
（
次
の
図
の
と
お
り
）

薬
師
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
薬
師
（
次
の
図
の
と
お
り
）

深
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
深
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

三
本
木

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
三
本
木（
次
の
図
の
と
お
り
）

志
賀
上
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
上
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
原
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
下
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）

其
木
原
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
其
木
原（
次
の
図
の
と
お
り
）

其
木
原
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
其
木
原（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
井
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
中
井
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
井
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
中
井
、
窪
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

窪
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
窪
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

窪
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
窪
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）
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銅
谷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
銅
谷
（
次
の
図
の
と
お
り
）

志
賀
古
沢
元

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
古
沢
元（
次
の
図
の
と
お
り
）

雷
神
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
八
幡
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
石
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
大
石
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
石
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
大
石
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
石
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
大
石
（
次
の
図
の
と
お
り
）

志
賀
下
塩
ノ

入
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
下
塩
ノ
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

志
賀
下
塩
ノ

入
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
下
塩
ノ
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

山
神

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
三
色
吉
字
山
神（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
師

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
大
師
（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
原
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
原
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
日

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日（
次
の
図
の
と
お
り
）

猪
ノ
倉
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
猪
ノ
倉（
次
の
図
の
と
お
り
）

猪
ノ
倉
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
猪
ノ
倉（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
石
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
大
石
、
東
大
森
、
猪
ノ
倉
、

新
宮
下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

八
幡

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
八
幡
（
次
の
図
の
と
お
り
）

熊
野

急
傾
斜
地

の
崩
壊

岩
沼
市
志
賀
字
熊
野
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

大
沢
田
沢

土
石
流

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
大
沢
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

竹
沢
２

土
石
流

岩
沼
市
三
色
吉
字
山
神
、
中
ノ
原
、
雷
神
、

大
窪
、
宮
喜
、
前
輪
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
石

地
す
べ
り

岩
沼
市
志
賀
字
大
石
、東
大
森
、萩
の
沢（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
師

地
す
べ
り

岩
沼
市
志
賀
字
大
師
、
一
の
坂
、
大
日
向
、

新
深
田
、
三
本
木
、
西
大
森
、
上
芦
ケ
沢
、

大
畑
（
次
の
図
の
と
お
り
）

土
平

地
す
べ
り

岩
沼
市
志
賀
字
土
平
、
田
中
、
大
石
、
萩
の

沢
、
東
大
森
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
市
岩
切
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山　
　

口　
　

浩　
　

徳　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
十
一
月
七
日

関　

内　

清　

一

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
堰
下
五
十
九
番

地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

吉　

田　

正　

憲

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三
丁
目
十
四
番
二

十
号

理　

事
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令
和
元
年
十
一
月
七
日

齋　

藤　

清　

太

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
四
丁
目
三
番
十
号

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

菅　

野　
　
　

昭

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁
目
三
番
三

十
九
号

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

川　

嶋　

松　

治

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
字
舘
下
二
十
三

番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

大　

泉　
　
　

享

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
上
十
八
番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

佐　

藤　

俊　

郎

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
十
一
番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

福　

田　
　
　

眞

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
六
十
一
番

地

監　

事

令
和
元
年
十
一
月
七
日

佐　

藤　

千　

治

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
三
丁
目
二
十
番
三

十
号

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
十
一
月
六
日

関　

内　

清　

一

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
堰
下
五
十
九
番

地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

吉　

田　

正　

憲

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三
丁
目
十
四
番
二

十
号

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

川　

嶋　

松　

治

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
字
舘
下
二
十
三

番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

田　

中　

秀　

夫

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
四
丁
目
六
番
八
号

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

菅　

野　
　
　

昭

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁
目
三
番
三

十
九
号

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

大　

泉　
　
　

享

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
上
十
八
番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

佐　

藤　

俊　

郎

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
十
一
番
地

理　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

鈴　

木　

運　

一

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
七
十
四
番

地

監　

事

令
和
元
年
十
一
月
六
日

早　

坂　

則　

夫

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
権
八
三
十
五
番

地

監　

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
あ
お
い
一
丁
目
百
三
番
、
百
四
番
、
百
五
番
、

百
六
番
一
、
二
百
三
十
番
、
二
百
三
十
一
番

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
四
百
二

十
六
番
地

�

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
宮
城
に
関
す
る
保
守
・
運
用
支
援

業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
生
涯
学
習
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
七
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

日
本
総
合
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社　

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
七
番
二
十
七
号

五　

落
札
金
額　

四
千
四
百
五
十
五
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日　

教
育
委
員
会

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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様
式
第
一
号
、
様
式
第
八
号
、
様
式
第
十
一
号
の
二
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「第

５
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
７
号

ま
で

」
を
「第

５
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で

」
に
、

「３　
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

４　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

５　
第
10条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
，
当
該
失
効

の
日
か
ら
３
年
を
経
過
し
な
い
者

６　
第
11条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
，
当
該
処
分
の
日
か
ら

３
年
を
経
過
し
な
い
者

７　
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
，
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
，
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

」
を

「３　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

４　
第
10条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
，
当
該
失
効

の
日
か
ら
３
年
を
経
過
し
な
い
者

５　
第
11条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
，
当
該
処
分
の
日
か
ら

３
年
を
経
過
し
な
い
者

６　
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
，
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
，
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

」
に

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
提

出
の
あ
っ
た
平
成
二
十
九
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
別
冊

一
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
提

出
の
あ
っ
た
平
成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
別
冊
二

の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

公
安
委
員
会

，

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
13号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
元
年
11月
29日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
29条

第
２
項
中
「
施
行
規
則
」
の
次
に
「
第
21条

第
３
項
、」
を
加
え
、「
定
め
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
、「
法

第
94条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
を
併
せ
て
行
う
場
合
又
は
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い

る
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
⑴
　
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き

　
⑵
�　
免
許
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
た
と
き
、
又
は
法
第
93条
の
２
の
規
定
に
よ
る
記

録
を
毀
損
し
た
と
き

　
第
33条
の
２
第
１
項
中「
第
104条

の
４
第
５
項
」の
次
に「（

法
第
105条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項
の
表
中
「
経
歴
証
明
書
事
務
」
を
「
運
転
経
歴
証
明
書
事
務
」
に
改

め
、
同
条
第
６
項
中
「
運
転
経
歴
証
明
書
交
付
申
請
書
」
の
次
に
「
又
は
運
転
経
歴
証
明
書
再
交
付
申
請
書
」
を
加
え
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
�　
た
だ
し
、
運
転
経
歴
証
明
書
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
こ
と
に
よ
り
運
転
経
歴
証
明
書
の

再
交
付
の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
33条
の
３
た
だ
し
書
中
「
返
納
」
の
次
に
「（
法
第
104条

の
４
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付

の
申
請
と
同
時
に
行
う
場
合
を
除
く
。）
に
あ
っ
て
」
を
加
え
、「
、
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
」
に
、「
又
は
」
を
「
に

よ
り
、
法
第
104条

の
４
第
５
項
（
法
第
105条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規

定
に
よ
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
の
申
請
と
同
時
に
行
う
免
許
証
の
返
納
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
10号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第58号　令和元年11月29日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
10号
（
第
８
条
関
係
）

（
表
）

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
第
　
　
　
　
　
号

緊
急

自
動

車

道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
　
　
　
　
　
　
指
　
定
　
証

届
出
確
認
証
　
　

年
　
　
　
月
　
　
　
日

宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印

用
途

自
動
車
の
�

使
用
者

住
所

氏
名

届
指

出
定に係る自動車

種
類

車
名

年
式

型
式

登
録
番
号

車
台
番
号

（
裏
）

記載事項変更届

年
月
日

変
更
事
項

公
安
委
員
会
印

備考

⎧｜⎩

⎧｜⎩

⎧
｜
⎩

⎧
｜
⎩

⎧｜⎩

⎧｜⎩

18.2cm

12.8cm



（17）　令和元年11月29日　金曜日 第58号宮　　城　　県　　公　　報

様
式
第
30号
の
３
中

「
旧
証
明
書

切
り
替
え

を

「
旧
証
明
書

切
り
替
え
本
人
希
望

に
改
め
る
。

５
」

５
７

」

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
12月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


